
長 崎 外 国 語 大 学 

 

職 業 紹 介 業 務 規 程 
 

（趣旨）  

第１条 この規程は、職業安定法第３３条の２の規定に基づき、長崎外国語大学にお

いて行う職業紹介業務について必要な事項を定める。 

（紹介業務の範囲） 

第２条  職業紹介業務は、本学の学生及び卒業生を対象とし、つぎの範囲により行う｡ 

（１）在学中の学生のアルバイト 

（２）卒業後の就職  

（紹介業務の総括） 

第３条 キャリア支援部長は、本学の職業紹介に関する業務を総括し､所轄公共職業

安定所長との連絡にあたる。 

 （紹介業務の担当者） 

第４条  職業紹介業務の担当者は、キャリア支援室長とする。 

（求人の申込） 

第５条 本学に対して求人の申込みをする者は、キャリア支援室に所定の「求人票」

を提出しなければならない。 

第６条 求人の申込に当たっては、賃金、労働時間、業務内容その他の雇用条件を明

示しなければならない。 

（求人申込の受理範囲） 

第７条 求人の申込は、すべて受理するものとする｡ 

 ただし、次の各号の一に該当するときは受理しない。 

 （１）求人申込の内容が法令に違反するとき。 

 （２）雇用条件が著しく不適当であると認めるとき。 

 （３）その他学生の職業として不適当であると認めるとき。 

（求職の申込） 

第８条 求職の申込をする者は、キャリア支援室に所定の「求職票」（学校推薦願書、

自由応募届書、縁故応募届書）若しくは「就業申込書」（アルバイトの場合）を提

出しなければならない。 

（求職の受理範囲） 

第９条 求職の申込は、すべて受理するものとする。ただし、求職申込の内容が法令

に違反するとき､又は教育上不適当であると認めるときは受理しない。 
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（紹介の原則） 

第１０条 職業紹介に当たっては、原則として、求職申込者に対してはその希望と能

力に適合した職業を紹介し、求人申込者に対してはその雇用条件に適合した者を紹

介するものとする。 

（労働争議中の事業所への紹介） 

第１１条  同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に対しては、求職者を紹介

しない。 

（均等待遇）  

第１２条 職業紹介の業務に当たっては、求人申込者及び求職申込者に対して差別的

な取扱いをしてはならない。 

 （帳簿等の保管） 

第１３条  職業紹介業務に必要な帳簿及び書類は、キャリア支援室が保管するものと

する。 

（秘密の保持） 

第１４条 本学が行う職業紹介業務上､求人申込者､求職者その他の者から知り得た個

人に関する情報は「秘密」とし、他に漏らしてはならない。 

（補足） 

第１５条 この規程に定めるもののほか、職業紹介業務に関し必要な事項は、別に定

める。  

（規程の改廃） 

第１６条 この規程の改廃は､教授会の議を経て、学長が決定する。  

 

附 則 

この規程は、平成１５年 ７月２５日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 
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